
２０２４年８月 

登別ガス協同組合 

 

 

 

いつも登別ガス協同組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて昨今新聞、テレビ等でご承知の通り、現在原油価格が非常に高騰している状況であります。これに伴い、産油

国は石油製品である LP ガスの価格について値上げを実施しており、現在も高値の水準で推移している状況でありま

す。また国内外の情勢により物価の上昇によりガス供給に伴う付属品(ガスメーター、ボンベ容器、調整器)及び配送

料につきましても高騰し、金融機関等の手数料はじめ、各種業務関連費用が上昇を続けております。 

当組合といたしましても２０１９年７月にガス料金の価格変更をさせて頂き、価格の安定に努めておりましたが、

配送コストの上昇、設備等の維持管理が企業努力で吸収する事が困難となり、今回やむを得ず価格改定をさせてい

ただくこととなりました。１０月ガス料金分より下記の表のガス料金を適応させていただきます。 

今後ともより一層の保安体制の充実及び安定供給ならびにサービス向上に努め、皆様の暮らしに貢献させていた

だく所存でございますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

【実施期日】 ２０２４年１０月ガス料金分（１０月 1 日～３１日までの間に支払い義務が初めて発生する料金） 

Ⅼ
Ｐ
ガ
ス
料
金
の
内
訳 

基
本
料
金 

ガス容器・調整器・高圧ホース・ガスメーター等のＬＰガスを供給する設備費用や、  

保安経費に充当する料金です。 

ご使用量 新料金 

１,３７０ 

(２００円値上げ) 

旧料金 

１,１７０ 

 ０.０～８.０㎥ 

８.１～３０.０㎥ 
２,１３０ 

(２００円値上げ) 

１,９３０ 

 

３０.１㎥以上 
４,９８０ 

(２００円値上げ) 

４,７８０ 

 

従
量
料
金 

当該期間中のガス使用量に単価を乗じて算定する料金です。１㎥あたりの単価は、  

ガス代・配送経費等に充当するもので、使用量の区分に応じて異なっています。 

ご使用量 
１㎥あたり 

新料金 

５０５.６３ 

(２０円値上げ) 

１㎥あたり 

旧料金 

４８５.６３ 

 
０.０～８.０㎥ 

８.１～３０.０㎥ 
４１０.６３ 

(２０円値上げ) 

３９０.６３ 

 

３０.１㎥以上 
３１５.６３ 

(２０円値上げ) 

２９５.６３ 

 

リ
ー
ス
料
金 

お風呂や給湯器、警報機等の設備料金となります。 変動無し 

※表記されている金額は税抜となっております。 

※ご契約が２０２４年９月３０日以前から継続されている方は、１１月ガス料金(１１月１日～１１月３０日までの間

に支払い義務が初めて発生する料金)から価格改定となります。 

登別東町団地 ご契約中のお客様へ 

 

ガス料金価格改定 



 

 

当組合は、貿易統計に基づく３カ月の平均原料価格と基準となる原料価格(基準平均原料価格)との差額(変動額)に

より、３～５月、６～８月、９～１１月、１２～２月の３カ月毎にあらかじめ定められた算定方法によりガス料金

(１㎥あたりの単位料金)を調整しています。 

 現在の登別東町団地の基準平均原料価格は５２,３３０円です。９～１１月適応の平均原料価格(４～６月３カ月平

均)は９５,３００円となっております。調整額として９２.２３円が従量料金の単価に加算されています。 

 

 

 

 

 例としましてはガスを１０㎥使用した場合の２０２４年９～１１月分の変更前、変更後の料金は下記の通りにな

ります。 

 

・変更前 

 基本料金＝１,９３０円(基本料金) 

従量料金＝１０㎥(使用量)×４８２.８６円(単価調整額９２.２３円含み)＝４,８２８円 

 消費税 ＝(１,９３０+４,８２８)×０.１＝６７５円 

 ガス料金＝１,９３０+４,８２８+６７５＝７,４３３円 

 

・変更後 

 基本料金＝２,１３０円(基本料金) 

従量料金＝１０㎥(使用量)×５０２.８６円(単価調整額９２.２３円含み)＝５,０２８円 

 消費税 ＝(２,１３０+５,０２８)×０.１＝７１５円 

 ガス料金＝２,１３０+５,０２８+７１５＝７,８７３円 

 

※従量料金と消費税の１円未満につきましては、切捨てとなっております。 

 ガス料金の計算なので上の計算式には、リース料金は含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

つきましては、今回記載致します「ガス料金価格改定(適応する料金表)」の供給約款の改訂を実施させて頂きたいと

存じます。改定後の供給約款につきましては、当組合事務所、ホームページに記載いたします。 

※なお、変更内容にご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。 

 その他、ご質問・ご不明な点がございましたら、お手数ですが当組合までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

単位料金の調整 

ご契約内容の一部改訂について(２０２４年１０月１日以降) 

ガス料金について 

【窓口】 

登別ガス協同組合                 受付時間 ０９：００～１７：００ 

住所 登別市新栄町１番地３９     電話番号 ０１４３－８５－５６８４ 

                     担当 総務部 水林 

 


